
保税蔵置場の許可の失効について

　関税法第４７条第２項の規定に基づき、下記のとおり公告する。

平成 ３１ 年 ２ 月 ８ 日

大阪税関長 高  木　  隆

記

(保税蔵置場）

被許可者の名称及び住所 保税地域の名称及び所在地

株式会社金沢港運 株式会社金沢港運

石川県金沢市戸水町タ、タ３４番地１、タ
３８番地１、タ３９番地、タ４０番地

石川県金沢市湊４丁目１１番地
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